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令和 6 年度 第 54 回 全関西実業団アイスホッケーリーグ戦 

開催のご案内 
 

謹啓 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
今期も、全関西実業団アイスホッケーリーグ戦の準備を進めております。 
別紙、開催要項及び競技規約をご確認いただき、ご参加賜りますよう 
ご案内申し上げます。  

 
送付書類   1.開催要項 

2.競技規約 
3.参加申込書 
4.参加登録メンバー表 
5.代表者会議のご案内 
  

 

          
申込み締切り 令和 6 年 9 月 13 日（金）必着 
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第 54 回 全関西実業団アイスホッケーリーグ戦 
 

（開 催 要 項） 
 

主 催 ・ 主 管   大阪府アイスホッケー連盟 
開 催 期 間   令和６年 10 月～令和 7 年 3 月を予定 
会    場   大阪府下及び兵庫県下のアイスホッケーリンクを予定 

競 技 規 約   別紙参加規約をご参照ください。 
申  込  み   参加申込書、登録メンバー表の提出、参加料の振込みが必要です。 
締  切  日   令和 6 年 9 月 13 日まで 
参  加  料 トップリーグ（1次リーグ） 

TA・TB グループ １チーム ￥２３８,０００円（8 チーム参加予定） 

TC   グループ １チーム ￥２０４,０００円（7 チーム参加予定） 

ゴールデンリーグ（1次リーグ） 

GA・GB グループ １チーム ￥１７０,０００円（6 チーム参加予定） 

       ※参加料は下記指定銀行振り込みとします。（令和 6 年 9 月 13 日〆切） 
       ※参加チームが変動した場合は参加料の増減を行います。 
       ◆指定振込口座◆ 
       三井住友銀行 粉浜支店 普通預金 口座番号 １５６１３６２ 
       大阪府アイスホッケー連盟 会長 福西 実雄 名義 
代表者会議日時  令和 6 年 9 月 22 日（日）午前１０時～ZOOM会議にて開催 

ZOOM会議 URL  第 54回 全関西実業団アイスホッケーリーグ戦 代表者会議 

時刻: 2024年 9月 22日 10:00 AM 

https://us02web.zoom.us/j/87675083334?pwd=RM1bGCItoi2sLHi5egejVDNTUvQZML.1 

ミーティング ID   : 876 7508 **** 

パスコード   : 39**** 

 

https://us02web.zoom.us/j/87675083334?pwd=RM1bGCItoi2sLHi5egejVDNTUvQZML.1�


令和 6 年 8 月 1 日更新 
 

第 54 回 全関西実業団 トップリーグ大会 競技規約 
 

理念 日本トップレベルの試合を行い、アイスホッケーを通じ、スポーツの
「たのしさ」と「おもしろさ」を発信し、人々に夢と感動を与える。常にフェ
アプレーに徹し、相手選手のみならず、審判や競技スタッフ、観戦者など全て
の方に対して「フェアプレー＆リスペクト」の精神をもってすべてのスポーツ
マンの目標となることを理念とする。 
 

1. 参加資格 大会年度に日本アイスホッケー連盟に登録をされた、チーム・役員・選
手とする。 

2. 登録人数 役員・選手の登録人数は定めない。 
3. 追加登録 大会期間中の役員・選手の追加登録は、大会本部が日本アイスホッケー

連盟への登録確認ができ次第、認める事とする。 
4. 参加選手 社会人登録された役員・選手に限る。年齢は 18 才以上とする(本年 4 月

1日時点) 
5. 役員・選手はスポーツ安全保険等傷害保険に加入する事とする。 
6. 競技規則 原則は、国際アイスホッケー連盟及び日本アイスホッケー連盟の競技規

則を適用する。但し、大会の趣旨に則り、次に掲げる規則をローカル規則として追
加する。 

7. 競技時間は各ピリオド正味１５分、 練習５分、インターバル３分とする。 
8. 競技時間が残っていても、会場の貸し切り時間終了２分前で競技は終了し、試合成

立とする。 
9. タイムアウトは設けない。 
10. 役員・選手 競技出場者は GK１名以上２名以内を含め２２名以内とし、役員のベン

チ入りは６名以内とする。GK が１名の場合は、他選手１名をサブゴールキーパー
（Sub.GK）としてオールメンバー表に明記する。 

11. 試合当日は、オールメンバー表を試合開始３０分前までに本部に提出する。 
12. 不測の事態でサブゴールキーパーに交代する場合は１０分間の準備時間を与える。 
13. ペナルティで試合退場を課せられた選手は、懲戒委員会の判断が下される迄、出場

停止処分となる。 
14. 試合を棄権するチームは、試合日の前日までに大会事務局まで連絡をする。試合を

棄権するチームは不戦敗（スコアは０対１５）とする。 
15. 当番チームはチーム登録者から７名以上が試合３０分前に集合し、試合のオフィシ

ャルを務める。 
1) 本部要員３名、ラインズマン２名、ゴールジャッジ２名の計 7名以上とする 
2) 試合開始及び終了時の準備・片付けは本部、リンク側の指示により行う。 
3) 氷上のゴール設営は必ずスケート靴を履き準備をする。 



16. ＊試合を棄権するチームは、試合日の前日までに大会事務局まで連絡をする。 
1) 試合を棄権するチームは不戦敗（スコアは０対１５）とする。 
2) 棄権チームは罰金が発生する場合があります。 

17. 競技審判は３人制で行う。レフェリーはレフェリー委員会が手配を行う。 
18. 競技審判、本部スタッフ、当番チームが、交通事情などでの遅れ、行けなかった場

合は、参加者が協力し合い試合成立を目指す。 
19. チーム関係者は感染病対策など会場規則を遵守し参加する。 
20. 成績について 勝ちチームは、勝点２点、負けチーム０点、引き分けの時は両者１

点とする。 
21. リーグ戦の順位決定は、以下の順で決定する。 

1) 勝点合計の多いチームが上位 
2) 勝点同数の時は、総得失点差の多いチームが上位 
3) なお同点数の場合は、当該チーム間の得失点差が多いチームが上位 
4) なお同点数の場合は、総ペナルティタイムの少ないチームが上位 
5) なお同点数の場合は、当該チーム間でのペナルティタイムの少ないチームが上位 
6) 試合途中で試合が成立しなかった場合のペナルティ時間は、全試合の延合計時間

に入る 
22. 各グループ入れ替え及び参加資格 各グループ１位チームは次大会で上位グループ

に昇格とする。最下位チームは次大会で下位グループに降格とする。新加入チーム
は最下位グループに編入とする。但し空き枠がある場合とする。 

23. 選手・役員等の移動及び本大会における事故、負傷、盗難等について、本連盟は一
切の責任を負わない。各チームの責任で対処する。 

24. 主催者は個人情報および肖像権に関して以下の様に取り扱う。 
1) 個人情報の保護に関する法律および関連法令等を順守し個人情報を取り扱う。

尚、参加申込書等より取得した個人情報は、大会の資格審査、競技結果（記
録）発表、公式ホームページ、その他競技運営に必要な連絡等に利用する。 

2) 本大会はテレビ放送やインターネット上で動画配信を行うことがある。 
3) 大会の映像・写真・記事・競技結果（記録）等は、主催者および主催者が承認

した第三者が大会運営及び宣伝等の目的で、大会プログラム・ポスター等の宣
伝材料、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等の媒体に掲載するこ
とがある。 

4) その他、主催者の許可に基づき、記念写真等が販売されることがある。 
5) 大会の映像・写真は、主催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インタ

ーネット上へ画像や動画を配信することを含む）を禁止する。 
25. 会場の設備・備品破損に関して以下の様に取り扱う。 
設備・備品の破損が発生した場合は、速やかに大会本部に連絡すること。 
氷上練習中や試合中の不可抗力による破損、通常の使用に伴う老朽化による破損は
主催者と会場とで対処する。但し、故意（スケートエッジでボードを蹴った等）に
よる破損は本項に該当しない。復元必要費用は当該チームが負担することとする。 



1) 故意による破損。 
2) 会場が禁止する行為による破損。（ロビーや更衣室でのスティックやパックを使

った遊び等） 
3) 過度な悪ふざけ的な行為による破損。 
4) その他の破損。（主催者が禁止する行為による破損） 

26. 不可抗力（濃霧や氷の悪状態など）による試合中止または続行の判断に関しては本
部及びレフェリーが協議の上、決定する。当該チームは、決定事項に異議を申し出
ることはできない。 

27. 日本アイスホッケー連盟選手登録番号の記載に関して 
1) 参加申込時の選手登録番号の記載を必須とする。 
2) 試合当日のメンバー表への記載を必須とする。（プログラム、メンバー表のコピ

ー提出可。） 
3) 正当な理由がなく記載のない場合は、参加を認めない場合がある。 

28. 本競技会の懲罰委員会 
懲罰委員会は大会本部が認定する 5名で構成する。 

29. 新規加盟希望チームについて 
新規加盟を希望するチームは大会本部に申請を行い、審査を経て加盟可否を 
決定する。 
加盟が認められた場合、順位は最下位の対応からとする。 
「トップリーグ」、「ゴールデンリーグ」間の移動についても同様とする。 

30. ＊その他 
1) 今期も前期同様に、一次、二次でリーグ戦を行う予定です。 

31. 参加申込書の提出により、上記取り扱いに関する承諾を得たものとする。 


